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     年末年始も見据えた保健・医療提供体制の確保及び救急医療の 

     ひっ迫回避等のための取組について 

 

 
 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 厚生労働省の標記事務連絡に関し、このたび日本医師会より通知が発出されましたので情

報提供いたします。 

 本事務連絡は、各都道府県において、年末年始における外来医療体制や入院体制の確保・

維持、救急医療のひっ迫回避等への取組みにあたり留意する事項について、周知（再周知を

含む）及び依頼にかかる事務連絡等を取りまとめたものです。 

 このうち、記の2．「（2）同時流行に備えた相談体制の周知徹底に係る財政支援措置につ

いて（周知）」に記載されているとおり、現在、厚生労働省から発熱患者等の相談体制の強

化と周知徹底につき依頼がなされているところ、その周知に係る新型コロナウイルス感染症

緊急包括支援交付金の適用等について「令和４年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

事業（医療分）に関するQ＆A（第7 版）について」（令和4年12月12日付け事務連絡） が示

されています。 

 貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

 

  ●日本医師会ホームページ 

  https://www.med.or.jp/login.html 

  https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009135.html 

  ※メンバーズルームへのログインには会員ID、パスワードが必要 

  ＩＤ等の問合せは、日本医師会（代表・03-3946-2121）まで 
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